
 

船橋市老人福祉センター指定管理者の指定に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、船橋市老人福祉センター条例（以下「条例」という。）第７条に規定

する船橋市老人福祉センター（以下「老人福祉センター」という。）の指定管理者の指

定を、公平かつ適正に実施するための手続きを定めるものである。 

 

（指定管理者の選定基準） 

第２条 指定管理者の選定については、条例第７条各号のいずれにも該当するものの他、

次に掲げる事項を総合的に判断して選定するものとする。 

(１)  高齢者に関する各種の相談に応ずるとともに、高齢者に対して健康の増進、教養

の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する等老人福祉センター

の設置理念に基づく運営が図られること。 

(２)  指定期間中、安定した管理運営を行うことのできる実績及び能力を有しているこ

と。 

(３)  利用者のニーズに合わせた事業が実施できること。 

(４)  施設の管理経費の縮減が図られるものであること。 

(５)  高齢者の福祉向上に熱意があり、かつこれまで高齢者の福祉向上に寄与した実績

があること。 

 

（申請書等） 

第３条 申請に必要な書類は次のとおりとする。 

(１)   指定管理者指定申請書 

(２)   指定期間全体の事業計画書 

(３)   定款、規約その他これらに類する書類 

(４)   法人にあっては、登記事項証明書（履歴事項全部証明書）※作成後３か月以内の 

もの 

(５) 第１号の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書 

(６)   前年度又は直近の貸借対照表、損益計算書、財産目録またはこれらに準ずる書類 

(７)   管理を希望する老人福祉センターの管理に関する収支予算書  

(８)   設立趣旨、事業内容のパンフレット等法人又は団体の概要が分かるもの 

(９)   市税納付確認書 

(10) 法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（直近２年間） 

 (11) 千葉県税の完納証明書（千葉県内に本店又は営業所等がある場合） 

(12) 役員名簿 

(13) 法人市民税納税証明書（市内に本店又は営業所等がある場合） 



（14） 誓約書 

（15） 前各号に掲げるもののほか、市長が定める書類 

 

（指定管理者の選定） 

第４条 市長は、老人福祉センターの指定管理者を指定管理者に応募をしたものの中から

選定する。 

２ 市長は、前項の選定にあたっては、次条に定める老人福祉センター指定管理者選定委

員会の意見を聴くものとする。 

３ 市長は、第１項の選定を行ったときは、別に定めるところにより当該選定について公

表するものとする。 

 

（老人福祉センター指定管理者選定委員会） 

第５条 老人福祉センターの指定管理者の選定について老人福祉センター指定管理者選定

委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会の委員は、識見を有する者及び市職員を含む７人以内をもって組織する。 

３ 前２項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（指定の取消し又は管理業務の全部又は一部の停止） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第１１項の規定に基づき、指定管理者の指定を取り消し、又は

管理業務の全部又は一部を停止することができる。 

(１)  指定管理者が市の指示に従わないとき。 

(２)  指定管理者が、関係法令、条例、規則又は市との協定に違反したとき。 

(３)  指定管理者の経営状況が著しく悪化するなど、管理業務に重大な支障が生じるお

それがあるとき。 

(４)   指定管理者が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３ 

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団の

利益となる活動を行う団体であることが認められるとき。 

(５)   指定管理者の役員等（法人にあっては役員及び経営に実質的に関与している者、

その他の団体にあってはその代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。以

下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められるとき。 

(６) 指定管理者の役員等が、自己、自団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又

は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしてい

ると認められるとき。 

(７) 指定管理者の役員等が、暴力団又は暴力団員に資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的にあるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与して

いると認められるとき。 



(８) 指定管理者の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当

に利用するなどしていると認められるとき。 

(９) 指定管理者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有

していると認められるとき。 

(10) 指定管理者が、管理業務の一部を第三者に委託をしている場合において、当該第

三者が第４号から第９号までのいずれかに該当することを知りながら、当該第三者

と契約を締結していると認められるとき。 

(11) 指定管理者が、管理業務の一部を第三者に委託をしている場合において、当該第

三者が第４号から第９号までのいずれかに該当することが判明し、市が指定管理者

に対して当該第三者との契約を解除するよう求めたにもかかわらず、指定管理者が

その求めに応じないとき。 

(12) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者による管理を継続することが適当でない

と市長が認めるとき。 

     

附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１９日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 


